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一 百姓が刀 。わきざ し,う 。や

り・鉄砲,その他の式具を所持す

ることを固く禁上する。その理由

は,不必要な武具を持つと,年貢

を納めずに一揆を〈わだてること

になるので,大名と家臣は,百姓

の所持する武具をすべて取 り上 |十

分吉に差 し出すこと。

一 縦 なで'の ■ を生 の 牛丘寸掟 1「 方 ぎ 、

J｀ tと 砲サ41■ ″りすイ 兵第4)角■)セ

x塗 めましすしヮ  ミねl、 まり、■人ぞへの与奪tl・ □た

tψしれ負はケ之tて ぃせ■した。
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